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PM２．５に係る最新動向について
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環境省水・大気環境局大気環境課の西村と申し

ます。

PM２．５に関する最新の動向に関しては，近年，

微小粒子状物質につきましては，肺の奥まで入り

込んで，従来の SPMによる呼吸器系への影響だ

けではなく，循環器系への影響もあるということ

が懸念されています。

国外での環境目標値の設定状況は米国が最初で

あり，１９９７年に年平均値１５μg�m３，日平均値６５μg

�m３と設定し，２００６年に日平均値３５μg�m３へと強
化しています。くしくも，この値が今回設定した

環境基準の値であります。EUでは，２００５年に基

準を提案し，２００８年には指令案を採択，同年６月

に官報告示され，日平均値はなく，２０１５年までに

年平均値２５μg�m３，２０２０年までに年平均値２０μg�
m３を達成しようというものであります。

米国の基準は，日本の環境基準と同様，目標値

という位置付けであるのに対し，EUの基準は，達

成期間があるように，守らなければならない基準

という位置付けになっているため，両者に，若干

の数値の差があると考えられます。また，WHO

が２００６年に年平均値１０μg�m３というガイドライン
値を示していますが，各国政府が目標を立てる

際，国内の状況を考慮して，独自の基準を設定す

ることを妨げるものではないとしています。

次に，環境基準設定の検討の経緯についてです

が，平成１１年から平成１８年まで曝露影響調査を実

施し，その後，評価検討会を行いました。それら

の結果をふまえ，次に，リスク評価の方法につい

ての専門委員会，測定法評価検討会を開催し，昨

年１２月にこれらの検討会の報告をとりまとめ，中

央環境審議会へ報告し，「微小粒子状物質に係る

環境基準の設定について」諮問し，それを受け，

中央環境審議会の大気環境部会の下に「微小粒子

状物質環境基準専門委員会」と「微小粒子状物質

測定法専門委員会」を設置し，議論していただき

ました。

「微小粒子状物質環境基準専門委員会」は，疫

学的な話，曝露の状況，健康への影響など，環境

基準の設定に関する課題について，合計１０回開催

されました。「微小粒子状物質測定法専門委員会」

は，標準測定法の内容とその基本的条件，標準測

定法と等価とみなせる自動測定機の検討，評価方

法と精度管理などの課題について，合計５回開催

されました。その後，１ヶ月のパブリックコメン

トの実施結果を踏まえて，大気環境部会への報

告，さらに部会了承後の平成２１年９月に中央環境

審議会から答申がなされました。そして，同月９

日に環境基準として告示したところであります。

PM２．５の健康影響評価については，呼吸器系，

循環器系への影響，発がん性への影響があり，リ

スクの大きさは，喫煙等の曝露要因と比べて大き

くはないものの，公衆衛生上軽視できないもので

あります。また，呼吸器系のみならず，循環器系

や肺がんに関するリスクがあるという知見があり

ます。

定性的に見ると，微小粒子状物質への曝露は，

呼吸器系疾患，循環器系疾患及び肺がんについて

原因の一つであるという評価がなされています。

しかし，閾値の有無については明らかでないこと

から，定量的評価手法については，充分な検討が

必要であると検討会の結果が出されています。定
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量的評価の考え方については，

① PM２．５はさまざまな成分で構成されるととも

に，地域によって大気環境中の粒子成分が変動

するため，疫学知見に基づき，集団における微

小粒子状物質への暴露に対する影響に閾値の存

在の有無を明らかにすることは難しい。

②微小粒子状物質の濃度が低い環境下において

も，いくらかのリスクがある可能性は否定でき

ないが，他方，不確実性のために明確なリスク

の定量的評価ができない濃度領域が存在する。

これらの考え方に基づき，定量的評価の作業と

して，疫学知見に基づく濃度－反応関係から健康

影響を生じることが確からしいとされる濃度水準

を見いだし，微小粒子状物質の環境基準の設定に

当たっての指針値の目安となる出発点にするとと

もに，あわせて，濃度－影響関係を示すと考えら

れる毒性学知見の抽出もおこなったと微小粒子状

物質環境基準専門委員会報告書には記されていま

す。

今回，設定した日本の環境基準も米国と同様，

長期基準と短期基準と２つを設定しましたが，長

期曝露は年平均値という形でより低濃度で慢性影

響が生じるもの，短期曝露はより高濃度で急性影

響が生じるものということで，それぞれにおいて

環境基準の設定が必要であります。長期基準につ

いては，暴露濃度分布全体の濃度を平均的に制御

し，濃度を長期基準以下に低減しようとする効果

が期待されますが，高濃度領域の低減効果が不十

分な地域が残る可能性があるということで，高濃

度領域の濃度出現を減少させる意味での短期基準

を長期基準と併せて設定することにより，微小粒

子状物質の長期暴露及び短期暴露に関して，地域

の人口集団の健康に係る適切な保護が図られるも

のと考えられるということも同報告書に記されて

います。

ご存知の話となりますが，指針値は，長期基準

は年平均値１５μg�m３以下，短期基準は３５μg�m３以
下であります。これにつきましては，告示の中に

もありますが，評価法としましては，９８パーセン

トタイル値をもって換算していくということに

なっています。

微小粒子状物質環境基準専門委員会報告に示さ

れた今後の課題についてですが，日本の知見は米

国に比べると，非常に少なく，不確実性な点が多

くある中で，評価を進めてきたところであり，こ

れらの不確実性を排除するためには，今後①暴露

濃度範囲が国外の知見と同じ疫学研究，②循環器

疾患に関する心疾患患者や心疾患のリスクの高い

者も対象とした疫学研究，③成分組成の相違に着

目した健康影響に関する知見が不足しているとい

うことがあげられました。

今後の調査研究に関する取り組みについてです

が，我が国の PM２．５に関する知見が少ないこと

に加え，国外では，環境基準の見直しもおこなわ

れている光化学オキシダントの問題があることか

ら，疫学的知見を充実させることが課題でありま

す。また，次年度予算に「微小粒子状物質及び光

化学オキシダント等の曝露影響研究費」を要求し，

このことについて，疫学的な調査を実施していき

たいと考えております。その実施にあたり，広範

囲の地域を対象とした共通のデザインの疫学調査

を実施するためには，地域の疫学研究者の協力及

び健康情報や曝露情報の収集・活用について，地

方公共団体との連携が不可欠であるとも考えてお

ります。いろいろな研究機関の方々と連携をと

り，調査・研究を進めていきたいと動いておりま

すので，関心のある方は是非，水・大気環境局総

務課の松田まで連絡をお願いします。

話は変わりますが，大気汚染状況の経年変化に

ついてですが，SO２については，ほぼ１００％に近

い環境基準の達成率であり，年平均濃度も低下傾

向であります（図 1）。

図 1 大気汚染状況の経年変化（SO2）
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NO２については，一般局ではほぼ１００％，自排

局では９０％を超える程度の達成率であり，年平均

濃度も低下傾向であります（図 2）。

SPMについては，年平均濃度は低下傾向であ

り，一般局と自排局との差が小さくなってきてい

ます（図 3）。

光化学オキシダントについては，昼間の最高値

の年平均値が上昇傾向であり，注意報発令区域も

非常に増加してきています（図 4）。今年度も鹿児

島，昨年度も長野，佐賀などで初めて発令されて

おり，広域化し，かつ，濃度も高くなってきてい

ます。

こういったいろいろな物質が絡み合い，PM２．５

が生成されていますが，人為起源のものや自然起

源のものがあり，また，オゾン，VOC，NOx，SOx

などいろいろな物質によっても生成されるととも

に（図 5），これが季節により，気温や湿度等の影

響によって大きく変化するのが特徴であります。

PM２．５の主な発生源には，人為起源としては，

固定発生源の工場，中小事業所，焼却炉，家庭な

どがあり，移動発生源としては，自動車，船舶，

航空機，建設機械などがあります。あと，自然起

源としては，土壌粒子，海塩粒子，火山噴火など

があり，その他分類しにくいものとして，野焼き，

粉塵などがあります。工場から直接排出される一

次粒子（直接排出）と二次粒子（大気中で生成）とい

う分類もでき，一次粒子には，元素状炭素（EC）

及び有機炭素（OC），重金属類，金属イオンなど

があり，二次粒子には，硫酸塩，硝酸塩，アンモ

ニウム塩などがあります。さらに，大陸からの移

流分としての土壌粒子，硝酸塩などがあります。

最近の PM２．５の濃度変化の推移を示しますが，

自排局においては減少傾向，都市部の一般局は横

ばいもしくは減少傾向，非都市部においてはほぼ

横ばい傾向であります（図 6）。

川崎市で１年間実施した成分分析の結果を示し

ますが，夏は硫酸イオンが多くなり，冬は硝酸イ

オンが多くなり，アンモニウムイオンの割合も多

図 2 大気汚染状況の経年変化（NO2）

図 4 大気汚染状況の経年変化（光化学オキシダント）
（濃度と注意報発令地域数の推移）

図 5 大気中の VOC等を起源とする反応機構
出典：国立環境研究所「環境権」

図 3 大気汚染状況の経年変化（SPM）
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くなっています（図 7）。こういった季節変動があ

るため，原因物質の排出源を把握したうえでの対

策を検討する必要があります。日本と米国とを比

較してみると，基準値は同じですが，米国には一

般局に当たるものしかありません。バックグラウ

ンドを比較してみると，日本では，海浜，離島な

どの地域でも１０μg�m３を超える地点があるのに対
し，米国では，３．５５～５．１５μg�m３と低く，日本は
米国よりも高い水準となっており，硫酸イオンの

比率が高くなっています（図 8）。

測定法につきましては，秤量測定法があり，

FRM（米国連邦標準測定法）は誤差が少ないよう規

定されているため，我が国もこれに準じた手法を

基本とすることを決めました。一方，自動測定法

については，秤量測定法の手間を省いて，自動的

に測定する方法であり，１時間値も算出が可能な

ものも多く，代表例としては，TEOM，β 線吸収

法，光散乱法などがあります。

PM２．５の測定法に係る検討の経緯ですが，平成

１２年に大気中微小粒子状物質（PM２．５）測定法暫定

マニュアルを作り，平成１９年に改訂を行ったとこ

ろであり，その後，評価検討会を実施し，標準測

図 6 PM 2.5：環境大気の状況

図 7 成分の季節変化（川崎市での実施結果）
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定法と自動測定機を並行して試験し，それぞれの

測定機の特徴をつかみ，自動測定機の基本的条件

を詰めていきました。この結果をとりまとめ，中

央環境審議会へ報告，諮問，専門委員会の設置，

測定法について審議いただきました。

微小粒子状物質測定法専門委員会の報告案です

が，まず基本的な考え方としては，標準測定法は

米国の FRMに準じたフィルター法とし，日常的

な常時監視には，自動測定機のほうが有用である

が，等価でなくてはならないと規定されました。

標準測定法については，その基本的条件，サンプ

リング及び秤量の条件などについて規定し，自動

測定機が満たすべき基本的条件として，標準測定

法との並行試験において，良好な直線関係を有

し，両者の測定値の差が一定範囲にあることなど

が規定されました。自動測定機の等価性評価につ

いては，ばらつきが大きいため，機種ごとに評価

を行うこととしました。当面は，環境省が中心と

なり，メーカーが参画し，実施時期は冬季と夏季

の２回，実施場所は高濃度地域（都市部）と低濃度

地域（非都市部）の２箇所に２台ずつ並べ，FRM

と比較することとし，この冬から，川崎と新潟で

この並行試験を実施する予定でおります。

今後の課題につきましては，①自動測定機の精

度管理の徹底，②簡易測定法の開発，③自動測定

機の改良，測定法や等価性評価方法の検証，④継

続的な成分分析の実施があげられました。

①については，常時監視マニュアルの方で改訂

を行っていきたいと考えております。

最後に，中央環境審議会の答申内容についてで

すが，環境基準の設定にあたっての指針値は，年

平均値が１５μg�m３以下，日平均値が３５μg�m３以下
とし，測定方法については，ろ過捕集による質量

濃度測定方法またはこの方法によって測定された

質量濃度と等価な値が得られると認められる自動

測定機による方法でありました。また，答申の中

では，①監視測定体制の整備及び体系的な成分分

析，②これまでの粒子状物質全体の対策の着実な

実施，③微小粒子状物質やその原因物質の排出状

況の把握，排出インベントリの作成，大気中の挙

動や二次生成機構の解明など科学的知見の集積の

実施をした上で，より効果的な対策について検

討，④近隣諸国等との間での技術協力の推進が課

題としてあげられました。

図 8
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